
令和６年度２月補正予算（一般会計補正予算（第９号関連））　債務負担行為に係る施工箇所等

【追加】
(単位：千円）

R６年度
①

R７年度
以降　②

562 滋賀県営住宅管理運営委託
令和７年度から
令和11年度まで

1,480,875 0 1,480,875 1,480,875
大津市朝日が丘一
丁目ほか

563
滋賀県道路公社有料道路建設事
業損失補償
（琵琶湖大橋有料道路）

令和６年度から
令和28年度まで

15,739,109 － － 限度額に同じ －

計 17,219,984 0 1,480,875 1,480,875

費用支出年度区分
番号 事　　項 期　間 限度額

事業費計

①＋②
施工箇所 理 　　　　　　由

　琵琶湖大橋有料道路（第６期）事業の料金徴収期間の満了した
時において当該事業の収支の不足が生じた場合、当該収支の不足
額（当該収支の不足額が15,739,109千円を超える場合にあって
は、15,739,109千円とする。）に滋賀県道路公社の資産を填補に
充てた後の残額に対して補償するため。

　滋賀県営住宅の管理運営について、指定管理者制度を導入し、
指定管理者と５年間の協定を締結するため、債務負担行為により
実施したい。
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